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服装 

〇 指定服を正しく着用する。ただし、異装の場合は届け出て許可を得ること。 

男

女

共 

靴下・コート 

・色、柄、デザインが派手でないもの。 

・靴下の長さは、進路受験時にふさわしい長さを基準とする。 

・寒い場合は防寒具の着用を認める。（派手でないもの） 

・制服の中に着用する防寒着（セーター、ベスト、トレーナー等）も派手でないもの。   

 その際は制服の中に着用すること。制服から出ないこと、出さないこと。 

・カーディガンは禁止。 

男

子 

・指定服は変形でないものとし、所定のボタンをつけ、校章を左えりにつける。 

・指定服を脱ぐときには、白の長袖又は半袖のワイシャツとし、左胸のポケットの位  

 置（ない場合には，それに準ずる位置）に校章（ワンポイントマーク）をつける。  

 また、ワイシャツの裾はズボンの中に入れることとする。 

・夏期については、白で無地のポロシャツの着用も可とし、左胸のポケットの位置  

（ない場合には、それに準ずる位置）に校章（ワンポイントマーク）をつける。 

 なお、ポロシャツはラインやマークなどないもので白一色のみとする。 

女

子 

・冬服、夏服共に指定服を着用する。所定のボタンをつけ、校章を左えりにつける。 

・スカート丈はヒザの真ん中とする。採寸後は手を加えないこと。 

・夏期については、白で無地のポロシャツの着用も可とし、左胸のポケットの位置 

（ない場合には、それに準ずる位置）に校章（ワンポイントマーク）をつける。 

なお、ポロシャツはラインやマークなどないもので白一色のみとする。 

・希望する生徒は指定スラックスの着用を認める。また、着用する場合、スラックスの 

 上にスカートははかないこととする。 

頭髪等 

〇 清潔な髪型とする。 ※特に禁止している例は別紙参照 

男

女

共 

・パーマをかけない。   ・染色をしない。 ・変形をしない。   

・化粧、ピアスをしない。 ・眉を剃ったり、細くしない。 

男

子 

・髪が耳、目、襟にかからない。   

 

 

 

 

・ひげ、もみあげをのばさない。 

女

子 

・極端に長い場合は束ねる。 

・表情が見えるよう目にかけない。 

はきもの 
・運動靴又は革靴とし、極端に変形したものや派手でないもの。 

・かかとをつぶして履かない。 
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注意 

・前髪で眉毛が全て隠れるのは不可 

・眉に全てかかる場合は分ける。 
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